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委託販売の試行に よ って ， 当時受託人に支払われる手数料は，

月平均 90 万円程度で(委託手数料は後に述べる) ， 医l鉄自動車

としては，経波地にはな るが， ー而これによ って ① 111撃の

労務緩和 ② 衆車券印刷政の節約 ③ 巡貨の収入もれ防止

④ 車掌:の余剰労力で111内案内が充実され， ひいてはサービス

向上がはかれる等，大きな効果が期待された。

しかし乗車券類の取扱については， 従来の直営方式による厳

重な官官規程によらなければならなかったので，衆車券務iのJ&扱 ・

帳表類の作成・報告・収入金の取扱等に煩雑と困難を感じ，簡

易な取扱を希望する声があったので， 11日和 27 ・ 1 自動車線乗車券

類委託販売取扱手続を制定して， ただちに委託販売の本絡的な

突施に入った。

従来事拡が発売する乗車券は，図に示す車内衆車券第 4 極に

かきfられていたが，委託販売llnJ&の実施にやl'ない，車内乗車券

tr.; 5 極と車内衆111券第 2 極を新設し ， 11工内乗車券1!rJ; 5 f還は車掌

発売にも使用させるように したため， 乗車券の印!ilij 'l'(が予想以

上に節約されて，昭和 27 年度以降 2，000 万門以上の節約が行わ

れている。

(2) 駅員配位駅を業務委託駅に転換

昭和 26 ・ 10 の調査によると ， 当 11寺の臥Iユ配位以は 143 臥，駅

務当主員は 356 名となっている。

これらの駅員配置駅は，従米から設|位されていた業務委託駅

にくらべて， 旅客の取扱や荷物 ・貨物の扱数i江が多いばかりで

なく ， 自動車の運行や輸送上の辿絡， 乗務員の指導欧督，収入

金の取扱， 業務委託駅の管理!その他倍々の駅業務を取扱ってお

り，自動車路線の長大化に伴な っ て ， 経営上のー拠点として重

要な業務を担当していたのであるが ， rllì 々検討の結果，たまた

ま来事券類委託販売制度が本絡的に笑j息される l時期に，これを

一種特別の業務委託駅(委託業務の範凶が広範であるので，従

来の業務委託駅と 区別するため， 以下転換駅と税する)に転換

し，原則として ， 従来の駅員配置駅で取扱っていたいっさいの

駅務を委託することにした。その1'J.[由は，

ア 自動車経蛍としては， 直営駅よりもむしろ委託駅の形態

が適当であること。

イ 駅主主員は拘束時間が長い割合に，向 ifi)}ll1の他部門にくら

べて労働筏度が低いこと。

ウ 鉄道線の駅のように復華ltな巡転保安の業務がないこと。

エ 自動車線ではすでに業務委託の制度があり，十分の効果

を収めていること 。

オ 経営の合理化であること 。

君事があげられる。

駅転換の作業はH百和 27 年度から全而がjに行われることにな

った。なお当時における経済比較は次表のようになっている。

駅員国日↑丘駅を転換した場合の経済比較表 (26 ・ l O 訓，1)

経 'l'I. 

科目

乗車券東ti委託販売手数料

手小荷物関係委託手数料 I 8,508 

氏物関係委託手数料 I 6,488 

計 I 3l ,776 

注 本制査はl昭和 27 年度を惟定した数字である。

(3) 受託会社 (団体)の設立

乞松 戸 l
aニミ 71 

千円
l6.154 

駅員配1lt駅を全部委託駅に転換すると， fì1J記のように，国鉄

にとっては経営の合理化になるが，転換駅の中には業務位が少

ないために，経営困難な駅も出てくる。従来の業務~託駅は，

荷物 ・ 貨物のJ&扱にかぎられていたので， ほとんどが小巡送業

者の日IJ業として行われていたが，転換献は後に述べる ように復

雑な十l 千W t!JfEあが多いので専業でない と経営が困難である。

したが っ て側々に契約する と，経営困難な駅だけが引受者が

なくて， 闘欽の手許に!!l1ることも惣(象されるが， これを各地方

自動車事務所単位に受託会社を設立 して， 各駅の手数料をプー

ノレする方法をとれば，十分採算白のと れることは計算上明らかで

あるので， 各地方自動車事務所単位に一括号 |受の会社を設立さ

せた。鉄道弘済会の希望する とこ ろはこれを認めたが， 半数以

上は新設会社とな った。

(4) 委託手数料の一部改正

1113和 27 . 4 ・ 1 か らつぎのように改正実施した。

ア 従米は駅務の極芸員にかかわらず， 単一料金でff-I!): されて

いたのをつ管のように改めた。

(乃特別扱新聞紙，同雑誌および郵便物の取扱

l 件につき 5 円以内

(イ)その他 l 件につき 10 円以内

イ 1 1時刻り料， 荷物保管料，貨物保管料，貨物f.il tl1料に対

する手数料を新設旅客または荷主から収受した料金村l当制を，

そのまま委託手数料として支払う。

ウ 小口貨物鎖的手数料の新設

積込 ・ 取的l各 100kg につき 7.5 円以内

ただし霊却は笑霊量(標準数量表による ものはその所定) によ

り， 1 箇月分をill'i骨|したもの。

エ 鉄道有料広告l良次手数料の新設 転換駅の受託人が， 有

料広告の 1'11込の]反つぎを した場合は， その広告料金の 1 制 5 分

に相当する制。

4 現行委託業務の制度

( I ) I~l illhIlï級委託業務処理手続の制定

衆111券rJi委託販売の笑施，駅員配置l択を業務委託駅に転後等

のために， 自動車線乗車券類委託販売処理手続や若干のill'i逃が

出されていたが， 荷物 ・ 貨物については， 昭和 24 年請負業務の

省選元以後， 形式的には空白状態とな っている ので，これらの

荷物 ・ 貨物の取扱も取入れて，新たに自動車線の委託業務を統

ーした自動車線委託業務処理手続 (昭和 27 ・ 8 途第 473 号)を制

定し， 9 月 1 日か ら施行した。 その概要はつぎのようになって

し、る。

ア 総 fIIJ 委託駅の指定は本社自動車局長であるが，~

"lï券の i販売を委託する駅は地方自 ifi)} llï事務所長が行う。乗車券

の!販売を委託する駅は瞥辺委託駅と簡易委託駅に区別されてい

る。~託契約は地方自動車事務所長が資力信用十分で， 業務処

1'J.[能力を有すると問、めた者との聞に委託契約を締結する。

イ 委託業務

(7) 衆111券瀬の発売

委託販売梁Ifï券の発売範聞は， 普通委託W~ に対しては5JIJに制

限しないが， 簡易委託駅は原則として自動車線内相互発着のも

のにかぎられている。委託販売乗車券の極類は， 普通委託駅は

旅客規則所定の各極楽車券華民とし，簡易委託駅はすべて常備乗

車券で， 111内乗車券 5 IDìのほか必要に応じ常備片道来事券 ・ 常

1ffii回数乗車券 ・ 111 内楽エ11券第 2 極 ・ 同第 2 極の 2 および自動車

急行券とされている。委託販売の乗車券は管理所 (自動車営業

所 ・ 支所または派出所)が使用見込数量を考慮して準備する。

来事券類を受託人に交付する方法('1 ， 1r'i並委託駅に対しては所

定の衆車券類小iJjMまたは物品送付設に より，簡易委託駅に対

しては， 所定の自動車線委託販売旅客賃納付告によって管理所
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